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＜要　　　約＞

　グローバルなサプライチェーン等において，未成年者を対象とする強制労働など人権リス

クの顕在化が問題となっている，企業側においても，人権保護に向けて人権デューディリジェ

ンスを実施し，人権・環境・ガバナンスに関するリスクを継続的に特定し評価，公表するこ

とが求められる。国際的フレームワークとして国連指導原則や OECD 多国籍企業行動指針の

ほか，EU ではデューディリジェンスの義務化，サステナブル・コーポレートガバナンス・

イニシアチブなどを盛り込んだ具体的な指令案が策定中であり，各国でも人権デューディリ

ジェンスの法制化が進められる。我が国政府も「ビジネスと人権」に関する行動計画策定後，

2022 年 9 月「責任あるサプライチェーンにおける人権尊重のためのガイドライン」が経産省

から公表された。企業としては，ガイドライン遵守とともに，経営陣のリーダーシップ発揮

の下，守りの視点のみならず，中長期的視点に立ち企業価値向上に向けた全社的なリスクマ

ネジメント態勢の整備が重要になる。今後我が国は，グローバルスタンダードとなりつつあ

る人権デューディリジェンスの法制化に向かうのか，多国間あるいは 2 国間の国際協定締結

など国際連携・外交の動きとも併せて注視され，エンフォースメントの実効性確保が成否の

鍵となろう。

　Human rights risks such as forced labor toward minors have become a serious problem in global 
supply chains. Businesses are required to conduct human rights due diligence in order to protect human 
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はじめに

　ビジネスと人権に関して，サプライチェーンに

おける人権 DDの実践が問われている。国家のみ
ならず，企業の側でいかに人権保護を図っていく

か，という新たな問題である。公法と私法の交錯

領域であり，本稿では，かかる問題意識の下で，

グローバル企業のサプライチェーンを念頭に，国

際取引にかかるリスクマネジメントのあり方，更

には今後の法規範形成などについて，包括的視点

から考察を行ったものである。ビジネスと人権保

護に関しては，ウイグル強制労働防止法など輸入

規制（関税法 307条と推定規定等）に依拠する米

国に比して，EU各国はサプライチェーンの企業
に対して人権デューディリジェンス（DD）の実施・
開示を義務付ける手法によって，ハードローによ

る法的保護を図らんとしつつある。本稿では，主

として人権 DDの枠組み形成，ならびに実施・実
務のあり方などに焦点を当てる。

第１章　ビジネスと人権保護

１．人権リスクの顕在化と法整備の動向

（１）人権リスクの顕在化

　近年サプライチェーン等において，未成年者を

対象とする強制労働など人権リスクの顕在化が問

題となっている（1）。国際労働機関（ILO）統計では，
全世界で毎年約 250万人が強制労働の被害者とさ

れ，アジア太平洋地域に占める人数割合は半数以

上に上る（2）。EUではデューディリジェンスの義
務化，サステナブル・コーポレートガバナンス・

イニシアチブなど，人権に関するデューディリ

ジェンスの法制化について具体的な指令案が検討

されてきた。各加盟国では指令に先行して法制化

を進め，フランスの企業注意義務法（Loi de 
vigilance，2017年制定）などの他，EUは脱退し
たが英国の現代奴隷法（Modern Slavery Act 2015），

更に EU以外でもカナダの現代奴隷法など法整備
に向けた動きがみられる。

（２）人権デューディリジェンスの法制化

　先進国と途上国間の経済的格差拡大の背景の

下，コロナ禍で深刻化するグローバル・サプライ

チェーン上の労働問題等につき，EU欧州委員会
のレンデルス司法委員は 2020年 4月人権および

環境に関するデューディリジェンスを義務化する

指令案（3）の提出を発表した。原案によれば，EU 
加盟国内に拠点を有しない日本企業も EU域内で
事業を行う場合，規制対象となるため注視が必要

rights, and to continuously identify, assess, and disclose risks related to human rights, the environment, 
and governance. In addition to the UN Guiding Principles on Business and Human Rights, the OECD 
Guidelines for Multinational Enterprises, as international frameworks, the EU is formulating Directive 
on Corporate Sustainability Due Diligence, that include mandatory due diligence and sustainable 
corporate governance initiatives. Concurrently legislations on human rights due diligence have been 
proceeding in developed countries. After formulating Japan’s National Action Plan (NAP) on Business 
and Human Rights, the Ministry of Economy, Trade and Industry has published the Guidelines for 
Respecting Human Rights in Responsible Supply Chains, in September 2022, as a soft law. As global 
companies, in addition to complying with the guidelines, it is important to develop risk management 
systems to improve corporate value across international supply chains, not only from a defensive 
perspective but also from a medium to long term perspective, under the leadership of the management 
team. In the future, it should be closely watched, whether Japan will move toward legalization of human 
rights due diligence, which has been becoming a global standard, along with international cooperation 
and diplomatic movements such as the conclusion of multilateral or bilateral international agreements. 
Ensuring the effectiveness of enforcement would be the key to success.
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となってくる。

　本指令は，EU域内で事業を行う事業体が人権・
環境およびグッド・ガバナンスを尊重し，事業お

よび事業上の関係を通じてリスクを作出または助

長しないようにすることを目的としている。対象

事業体は，事業および事業上の関係が人権・環境・

ガバナンスに関するリスクを作出または助長して

いないかについて，適切な方法で継続的に特定し

評価，公表しなければならない。自社の業界・規

模・リソース・サプライチェーンの長短および規

模等を含む各社状況に相応する形で，バリュー

チェーンのデューディリジェンスを実施しなけれ

ばならず，バリューチェーンの定義はサプライ

チェーンの範囲を超え広範な内容となっている。

事業体が期限内に是正措置を講じない場合，制裁

が課され，故意または重過失に基づく反復した違

反は刑事処罰の対象となる。本邦企業としては，

欧州において人権課題にかかる対応を迫られてい

るが，サプライチェーンの関連が深いアジア諸国

の人権課題に対しても，今後真摯に取り組むべき

立場にある。

２．		国連指導原則と人権尊重責任ー類型別に企業

に求められる対応，人権リスクと表明保証条

項の対応，コンプライアンス法務との相違ー

（１）人権関連の国際フレームワーク

　ビジネスと人権の国際的フレームワークを概観

として，種々な国際機関のガイドライン等が存在

している。以下では，主なガイドラインや枠組み

と企業活動との関係を概観しておきたい（4）。

　①先ず基準として，国際人権章典（世界人権宣

言と国際人権規約（自由権・社会権）），ILO（国
際労働機関）中核的労働基準（児童労働，強制労働，

結社権と団体交渉，雇用差別関係等）がある。企

業活動との関係では，人権の国際基準を定義して

おり，国内法を通じて企業にも法的拘束力を有す

る場合もある。

　②次にこの中核的基準に基づき，原則を確立す

ることになる。国連「ビジネスと人権に関する指

導原則（Guiding Principles on Business and Human 
Rights）」，およびこれに依拠した各国の国別行動

計画（National Action Plan，NAP）が存在する。
　③指導原則を踏まえて更に具体化を進めるも

のとして，第１に，ガイドラインが存在する。

代表的なものとして，OECD（経済協力開発機構）
多国籍企業行動指針（The OECD Guidelines for 
Multinational Enterprises），責任ある企業行動のた
めの OECDデューディリジェンス・ガイダンス，
および産業別ガイダンスがある。企業活動との関

係では，市民団体や労働組織等のステークホル

ダーから幅広く支持され，企業活動に対する評価

指標にも活用される。OECDについては，毎年総
会で違反事案について報告・公開がなされる。④

指導原則の具体化について，第 2に，産業界の取

組がある。国連グローバルコンパクト（United 
Nations Global Compact，人権・労働・環境・腐敗
防止に関する 10原則の企業の自発的取組）が代

表例である。

　⑤指導原則の具体化について，第 3に，報告書

によるガイドラインがあり，例として CSRサステ
ナビリティ報告書ガイドライン（Global Reporting 
Initiative サステナビリティ・レポーティング・ガ
イドライン（GRI G4））が存在する。④，⑤は，

産業界の自主的取組として，情報収集や開示・情

報発信等の関連コストの圧縮，参加することによ

る投資家の信頼度向上，等にも繋がることが期待

される。

　⑥この他の枠組みとして，規格があり，例とし

て社会的責任の国際規格である ISO26000「社会的

責任に関する手引き」が存在する。但し自主的手引

きに留まり，認証規格ではない。企業活動との関係

では，経団連の「企業行動憲章」に反映され，企業

の CSRの取組へお墨付きを付与する効果を有する。

（２）国連のビジネスと人権に関する指導原則

（イ）�ビジネスと人権に関する指導原則（国連指

導原則）

　2011年，国連人権理事会において，人権の保護・

尊重・救済の枠組みとしての「ビジネスと人権に

関する指導原則（Guiding Principles on Business and 
Human Right，保護，尊重および救済枠組みの実施）」
が全会一致で支持（endorse）された。国連指導原
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則は，ビジネスと人権の関係を，①人権を保護す

る国家の義務（一般的な国家の規制および政策機

能（指導原則 3），国と企業の連携（指導原則 4，5），

紛争影響地域における企業による人権尊重の支援

（指導原則 7），政策の一貫性の確保（指導原則

8-10）），②人権を尊重する企業の責任（企業方針

によるコミットメント（指導原則 16），人権デュー

ディリジェンス（指導原則 17-21），救済への取組

（指導原則 22），置かれている状況を踏まえた対応

（指導原則 23，24）），③救済へのアクセス（国家

による司法手続（指導原則 26），国家による非司

法的苦情処理の仕組み（指導原則 27），非国家基

盤型の苦情処理の仕組み（指導原則 28-30），非司

法的苦情処理メカニズムの実効性の基準（指導原

則 31）），の 3つに分類し，被害者が効果的救済に

アクセスするメカニズムの重要性が強調された。

　①国が義務づけられる事項としては，個人の権

利を保護する義務を負い，ビジネスが人権に与え

る悪影響を防止し，救済のための法律・政策の実

施（ビジネスと人権に関する行動計画など）する

こと，②企業が求められる事項としては，人権方

針の策定，人権リスクの特定・予防・軽減，救済

のための人権ＤＤの実施，③国が求められる事項

としては，司法ならびに非司法的な救済手続きの

提供，企業が求められる事項は，苦情処理メカニ

ズム設置，とされている（5）。

　国連指導原則では，企業が人権尊重責任を負う

場面として人権への負の影響と企業との関わり方

に応じて 3類型を想定している（指導原則 13）。

①企業が人権への負の影響の原因となり，または

原因となり得る場合は，当該負の影響を停止また

は防止する。②企業が人権への負の影響を助長し

または助長し得る場合は，助長行為を停止または

防止し，かつ，残存する負の影響を軽減するため

に自社の有する影響力を最大限行使する。③こう

した①②には該当しないものの，人権への負の影

響が第三者との事業上の関係を通じて，企業の事

業・製品またはサービスと直接結び付く場合にお

いて，負の影響を防止または軽減するための当該

第三者に対する影響力を自社が有しているとき

は，これを行使する。また当該影響力を欠き，強

化することもできないときは，当該第三者との事

業上の関係の終了を検討することが求められ，当

該関係の終了によって更に人権への負の影響が発

生する可能性について信頼できる評価を考慮する

必要がある（6）。

（ロ）�人権リスクと表明保証条項，コンプライア

ンス法務との相違

　取引先に人権リスクがある場合，国際取引にか

かる英文契約書の表明保証条項で対応できるかが

問われる。契約上，法的拘束力を有する形で国連

指導原則に沿った対応を可能とする仕組みを規定

しておくことが取引先等に対する影響力の行使の

手段として重要になってくる。

　従来のコンプライアンス法務において，取引先

にリスクが想定される場合は，リスクが存在しな

いことについて取引先が表明保証条項を定め，表

明保証違反があった場合に契約解除，損害賠償が

可能となるコンセプトが一般的に採用されてい

た。しかしながら人権デューディリジェンスを行

う場合には，伝統的な表明保証条項では実質的効

果が伴わないこと，ビジネスと人権に関する取組

は，国際規範や国内法の理解を前提としつつも，

企業のリスクのみに着眼する従来のコンプライア

ンス法務とは異なる側面を持つこと，を理解する

必要性が指摘されている。①人権デューディリ

ジェンスのプロセス自体を契約上の規定として内

包 さ せ る 点 に つ い て，ABA（American Bar 
Association，アメリカ法曹協会）モデル契約条項
2021年改訂版を見ると，売主側に人権リスクが存

在しないことの表明保証を行わせる代わりに，買

主・売主双方が各自の責任によって人権デュー

ディリジェンスを行うことの義務を負う（1.1 条
（a））。売主がサプライヤーの行動規範等を遵守で
きない場合は，買主がこれを支援する義務を負う

（1.3条）。買主が人権侵害の原因を作出・助長し
ている場合は，買主が当該人権侵害の是正計画の

作成と実施に参加する義務を負う（2.3 条（e）。
最終的に，売主の人権侵害が治癒できず契約を解

除する場合も，買主は契約を解除することによる

人権への悪影響を考慮し，防止・軽減する商業上

合理的な努力義務を負う（1.3 条（f））。②人権リ
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スクの不存在に関する単なる表明保証条項が実効

的でない理由として，ビジネスと人権の枠組みで

は問題となる人権侵害が性質上膨大となり得るこ

とから，あらゆる人権侵害が存在しないことを表

明保証させることは両当事者の主観，あるいは客

観的事実にそぐわない場合を前提とすることに

なってしまいかねないこと，売主側の人権侵害は，

無理のある発注条件等，買主が支配する購買構造

自体が根本的な原因となっていることが多いこ

と，国連指導原則，更には法的拘束力を伴って同

原則を具現化する近時の各国ハードローも，買主

自身による主体的人権デューディリジェンス実施

を求めており，人権リスクが発見された場合に一

方的に取引先等に責任を負わせるものではないこ

と，が挙げられる（7）。

　人権への負の影響の是正，あるいは救済措置実

施に関して，（ⅰ）自社の事業活動が第三者を通

じて人権への負の影響に直接関連する場合には，

当該第三者との取引関係を直ちに終了させる前

に，影響力行使または影響力強化を検討し，人権

侵害の軽減・防止に向けて働きかけること，（ⅱ）

適切な契約条項の規定は影響力行使の有効な手段

であり，国連指導原則に則った仕組みとすべきで，

従来のコンプライアンス法務と異なる観点が必要

であること，（ⅲ）影響力行使の方法として，バ

リューチェーン全体のサステナビリティ向上を目

指し，サプライヤーのキャパシティビルディング

（研修など）支援にも留意し，対応策実施後のモ

ニタリングを適切に行うこと，④グリーバンスメ

カニズム（苦情処理制度）設置においては，既存

体制の不足点も分析し，範囲（対象事項・対象人員）

を拡大すること，等が挙げられている（8）。

３．		国連指導原則と人権デューディリジェンスの

実践

（１）人権デューディリジェンスの意義

　人権デューディリジェンス（Due Diligence DD，
詳細調査）の意義等について，国連指導原則をみ

ていきたい（9）。人権 DDとは，合理的かつ慎重に
行動する企業体が業種，事業状況など様々である

特定の状況下において，人権尊重責任を果たすた

めに講ずることが必要な，継続的な経営プロセス

（ongoing management process）を意味する（10）。企

業が個々の状況下で果たすべき注意義務であり，

絶対的かつ一律な基準が存在するものではない。

企業の個々の状況，企業による人権への負の影響

の深刻さに応じて，様々に変わり得る（国連指導

原則 14）。M＆ A（企業買収）取引におけるデュー
ディリジェンスとは継続的である点，企業のリス

クではなく人権の享有主体にとって享受が妨げら

れるリスクである点において相違がある。

（２）人権デューディリジェンス実践のプロセス，

　　		留意点

　人権デューディリジェンス（DD）のプロセスは，
6つのステップに区分できる（11）。①人権尊重責任

を果たすという方針によるコミットメント（声

明）。以下の 5要件を備えることが求められる。

（ⅰ）企業の最上級レベルで承認されていること。

（ⅱ）社内または社外から関連する専門的助言を

得ていること。（ⅲ）人権尊重に関して，社員，

取引先，ならびに企業の事業，製品またはサービ

スに直接関わる他の関係者に対する期待を表明し

ていること。（ⅳ）一般に公開されており，全て

の従業員，取引先その他の関係者に対して社内外

にわたり知らされていること。（ⅴ）企業全体に

これを定着させるために必要な事業方針および手

続きの中に反映されていること。②企業の事業，

サプライチェーンおよび取引関係における負の影

響を特定し，評価する。③負の影響を停止，防止

および軽減する。④実施状況および結果を追跡す

る。⑤影響にどのように対処したかを伝える。⑥

適切な場合，是正措置を行う，または是正のため

に協力する。

　更に人権 DDを実施する際の留意点として，以
下の 6つが挙げられる（12）。①リスクベースの優

先付けが必要であること。②継続的プロセスであ

ること。③個別具体的な企業の状況に適合したも

のであること。④ステークホルダーとの継続的な

エンゲージメントに基づくものであること。⑤継

続的なコミュニケーションが必要であること。⑥

影響力を行使するために個別具体的な状況を踏ま
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えた工夫が必要になること。

第２章　EU企業持続可能性デューディリジェ

　　　　ンス指令案とリスクマネジメント

１．		EU 企業持続可能性デューディリジェンス指

令案の概要

　2022年 2月 23日，欧州委員会は一定規模の企

業に対して人権および環境に関するデューディリ

ジェンスを義務化する，企業持続可能性デュー

ディリジェンス指令案（Directive on corporate 
sustainability due diligence）を公表した。指令案に
併せて公表された文書において，強制労働関連産

品の上市禁止に関する立法手続きの準備を進める

ことを表明している（13）。

　同指令案による義務化の対象は，EU域内設立
企業のうち，（a）全世界での年間純売上高が 1億

5,000万ユーロ超，かつ年間平均従業員数が 500

人超の企業，（b）全世界の年間純売上高が 4,000

万ユーロ超，かつ人権・環境の観点からハイリス

クと指定された繊維，農林水産，鉱業などの分野

の売上高が年間純売上高の 50％以上を占め，更に

年間平均従業員数が 250人超の企業とされる。EU
域外で設立された企業では，従業員数の要件はな

く，域内での売上高が（a）または（b）の年間純
売上高の基準を満たす企業に限定される。EU企
業約 1万 3,000社（全 EU企業の 1％程度），域外

企業約 4,000社が対象となる見込みである（14）。

　デューディリジェンス（DD）には，自社・子
会社の企業活動のほか，バリューチェーンにおけ

る継続的ビジネス関係を持つ取引先による企業活

動も含まれるため，直接的な義務化の対象外で

あっても，対象企業とビジネス関係がある場合，

対象企業から対応を求められる可能性がある。

　対象企業に求められるデューディリジェンス義

務として，①デューディリジェンスの企業ポリ

シーへの統合，②人権および環境に対する実在ま

たは潜在的悪影響の特定，③実在の悪影響の終了

または最小化，④苦情受付手続の設置と維持，⑤

デューディリジェンス・ポリシーおよびその措置

の効果の監視，⑥デューディリジェンスの公表が

掲げられる。対象企業の取締役に対しては，DD
を実施・監督する義務を課し，DDを遂行するに
当たっては人権や気候変動，環境への影響を考慮

することを求める。

　EU指令案における対象企業の義務の内容につ
いて，欧州委員会によれば，グループ 1の企業に

はデューディリジェンス義務の他に，温暖化対策

条項（第 15条）も適用される。グループ 1では，（a）
DD義務では完全な DD義務を求められる。（b）
温暖化対策条項も適用され，企業のビジネス戦略

がパリ協定による温暖化抑制（地球温暖化を産業

革命前と比べ 1.5度に抑制すること）と整合する
ように計画を策定すること（取締役の変動報酬と

リンク）を求められる。（c）開示面では，企業持
続可能性報告指令（審議中の CSRD）に基づく開
示義務が課せられる。（d） 取締役義務については，
取締役の注意義務（決定が短中長期に与える影響

を考慮する），取締役の DD実施義務（この注意
義務と DD実施義務は EU域内企業にのみ適用），
取締役の変動報酬（グループ 1のみ対象，長期的

利益と持続可能性に対する取締役の貢献が変動報

酬に紐づいている場合に温暖化対策における義務

の履行を正当に考慮する）が掲げられている。他

方グループ 2では，深刻な影響がある場合のみ

DD義務が課せられる。温暖化対策条項は適用さ
れず，開示，取締役義務については基本的にグルー

プ 1と同様である。

　情報開示については，CSRD施行が持続可能性
デューディリジェンス指令による国内法施行に先

行する可能性がある。DDの詳細，対応措置の公
開について，指令案は，EU会計指令（2013/34）

の非対象企業は指令の対象項目を含む年次報告書

をウェブサイト上で翌年度 4月 30日までに毎年

公開する必要があるとする。EU会計指令は，
2014年発効の非財務情報開示指令（NFRD）によ
る改正が最新であり，NFRD対象の従業員 500人

超の上場企業は NFRDの開示義務に従うことにな
る。ここで，NFRD改正の企業持続可能性報告指
令（CSRD）案が 2021年 4月欧州委から提案され，

持続可能性デューディリジェンス指令対象企業は

CSRDの開示義務を負うことが示されているため，
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CSRD改正動向を注視する必要がある。改正では，
委任法で規定される持続可能性報告基準に従い，

詳細な情報開示が必要になる。CSRD案は 2024年

適用開始を目指し，審議中であるが，開示が求め

られる対象企業は，（a）非上場企業を含む全大企
業，即ち従業員 250人超，売上高 4,000万ユーロ超，

総資産 2,000万ユーロ超の 3条件のうち 2つ以上

の条件を満たす企業，（b）零細企業を除く上場企
業，に拡大される。このため，企業持続可能性

デューディリジェンス指令の対象企業は全て該当

することになり，同指令が求める DDの内容・対
応措置は CSRDによる開示義務の対象になる。違
反への対応として，EU加盟国に対し，各国国内
法で違反に対する行政処分を規定すること（加盟

国が売上高に応じた罰金を科す），義務に違反し

損害を生じせしめた企業に対する民事責任の確

保，を求めている（15）。但し，取引先による違反

の場合，契約においてデューディリジェンス義務

を遵守する旨の保証があれば対象企業の損害賠償

責任は免責される。企業がサプライチェーン管理

について責任を負うことができるか，との懸念に

配慮したものとみられているが，契約条項により

責任を免れることが可能になるという批判も出さ

れている（16）。同指令案は EU理事会（閣僚理事会）
と欧州議会における審議・採択を経て，加盟国に

よる 2年間の国内法制化の期間の後に適用が開始

される（グループ 2の対象企業は適用開始後に 2

年間の猶予期間を経た後に適用）。

　同指令案に対しては，バリューチェーン管理は

現実的か，について疑問が呈されている。ビジネ

スヨーロッパ（欧州産業連盟）の声明では，DD
に関する EUの枠組みを支持するとした上で，多
くの企業にとり取り組み可能なルールではなく，

企業負担を更に増やすこと，欧州企業が間接的サ

プライヤー・顧客も含む世界全域に広がるバ

リューチェーン全体を管理することができると期

待するのは非現実的であり実行可能なルールでは

ないこと，取締役の義務をデューディリジェンス

指令に盛り込むことは各国会社法で規定されてい

る取締役会の主要職務を混乱させるリスクを生み

出すこと，義務対象から中小企業を部分的に除外

しても間接的な影響を受け負担を負うこと，同指

令案には複雑で不明確な用語が多く含まれ，加盟

国が追加できる余地が大きいこと，EUレベルで
共通ルールを策定するという指令案の主要目的を

阻害しかねないこと，について言及がなされてい

る（17）。

２．		加盟国独自の人権デューディリジェンス法策

定と企業のリスクマネジメント

（１）各加盟国等の人権デューディリジェンス法

　　		策定

　各加盟国では，EU指令案に先行して法制化を
進め（18），英国の現代奴隷法（Modern Slavery Act 
2015），フランスの企業注意義務法（2017年制定），

スペインの非財務情報開示義務（2018年制定）（19），

オランダの児童労働デューディリジェンス法

（2019年制定，2022年施行予定），ドイツのサプ

ライチェーンにおける人権・環境デューディリ

ジェンス法（2021年可決，2023年施行予定），ノ

ルウェーの事業の透明性及び基本的人権等に関す

る法律（2021年可決）がある。各国法令や EU指
令の日本所在企業への域外適用，自社グループに

各法律が適用される拠点があるか，制裁金，EU
指令はいつ成立・施行されるか等に関心が集まっ

ている。この他にも，スイスの責任ある企業のイ

ニシアチブの対案（2020年否決），オーストラリ

アの現代奴隷法（2019年施行），カナダの現代奴

隷法（2020年上院議会審議に移行）がある。また

2012年施行の米国カリフォルニア州サプライ

チェーン透明法は，英国やオーストラリアの奴隷

法同様に報告義務のみを課す法律であり，カリ

フォルニア州で事業を行い，全世界における売上

高が 1億ドルを超える小売業者・製造業者を対象

とする。サプライチェーンにおける奴隷労働・人

身取引に関するリスク評価のための監査等の実

施，製品の原材料が奴隷労働・人身取引に関する

法令を遵守したものであることの一次サプライ

ヤーからの証明の取得等の取組の有無・内容につ

いて，ウェブサイト等での開示等を義務付けるも

のである。このように世界各国で企業を対象とし

て人権デューディリジェンスの実施を義務付け，
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取組の有無等の報告を義務付けるハードローの導

入が加速しており，ハードローが策定されない場

合も多くの国でビジネスと人権に関する国別行動

計画（NAP）が作られている。我が国も，2020年

10月 16日行動計画を策定した。

　特に英国，フランス，オランダ，豪州では

2015-2019年にかけて一定規模以上の企業に対し，

人権 DDと開示・報告を義務づける法律を既に導
入している。主要な各国法制の内容をみていきた

い（20）。

　（イ）英国は，2015年現代奴隷法を制定し，奴

隷労働と人身取引に関する取組の開示を義務化し

た。対象は，英国で事業を行っている世界売上高

3,600万ポンド（約 50億円）以上の企業である。

内容は，グローバルなサプライチェーン上の人権

リスクを確認し，奴隷と人身取引に関する声明を

毎年公表することを義務付ける。（報告・開示義

務のみ負わせる類型）

　（ロ）フランスは，2017年企業注意義務法を制

定し，大企業の人権・環境 DDを義務化した。対
象は，所在地がフランス国内にありフランス国内

で従業員 5,000人以上の企業，または所在地がフ

ランス国内にあり国内外で 1 万人以上の従業員を
雇用する企業である。人権・環境リスクの特定・

回避を目的とした人権デューディリジェンス計画

の作成，実施・開示を義務付ける。（注意義務及

び損害賠償責任まで負わせる類型）

　（ハ）オランダは，2019年児童労働デューディ

リジェンス法（議員立法）を制定した。対象は，

オランダに拠点を有し，同国市場に製品やサービ

スを提供する企業，もしくは拠点を有しない場合

であっても 1年に 2回以上同国市場に製品やサー

ビスを提供する企業である。内容は，企業は全て

のサプライチェーンにわたって児童労働を使用し

て商品やサービスが生産されているかどうかを調

査し，調査したと宣言する声明文を当局に提出す

る。調査の結果，児童労働が確認・疑いがある場

合には，アクションプランの作成を義務付けてい

る。

　（ニ）オーストラリアは，英国に続き 2018年現

代奴隷法を制定した。奴隷労働と人身取引に関す

る取組の開示を義務化する。対象は，豪州で事業

をする年間売上高が 1億豪ドル（約 80億円）以

上の企業（NSW州では州法により 5000万豪ドル

（約 40億円）以上の企業）である。内容は，NSW
州および連邦レベルの両方で，企業のオペレー

ションとサプライチェーンにおいて，現代奴隷制

度のリスク評価方法と軽減措置の報告を義務付け

る。NSW州法では罰則がある（最高 110万豪ドル）。

　（ホ）ドイツのサプライチェーン法（Lieferkettenso 
rgfaltspflicht engesetz, LkSG）（21）をみると，ビジネ

スと人権に関する国別行動計画（NAP）において，
企業に対する人権 DDの実施，損害を受ける者に
対する是正措置・救済措置を規定し，NAPの要求
事項を満たす企業が一定数を満たさない場合には

法制化を検討する旨が規定されていたが，要求事

項を達成している企業が少ないことが判明し，ド

イツ政府は法制化を図ることとした。（注意義務

および行為規範の遵守義務を負わせる類型）

　サプライチェーン法は，2021年 6月成立，2023

年 1月より適用予定である。法案の概要をみると，

対象の人権分野は，児童労働，奴隷・強制労働，

労働環境，労働基本権の制限，人体に影響を与え

る環境問題（水質汚濁，大気汚染）等である。法

律の義務を実施する企業は，ドイツを本拠地とす

る企業，ドイツ国内に支店または子会社を持つ企

業（2023年は従業員 3000名以上，2024年以降は

1000名以上の企業を対象）であり，人権 DD対象
のサプライチェーンは，自社および直接の取引企

業である。また間接的取引者（二次サプライヤー

以降）に対しては，企業は苦情処理体制を確立さ

せ，苦情を受けた場合には，DDを実施しなけれ
ばならない。法律上の義務としては，社内のリス

ク管理体制整備，リスク分析実施，人権戦略に関

する方針書策定，自社と直接取引先における予防

措置実施，人権侵害等が確認された場合の是正・

救済措置の実施，苦情処理手続の確立（内部・外

部告発・通報受付体制，苦情申出の対応），DD実
施結果に関する報告書作成・公表である。法的責

任では民事責任規定はなく，罰金（最大 80万ユー

ロ，平均年間売上高が 4億ユーロ超の法人・団体

の場合は最大で平均年間売上高の 2％），公共調達
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への入札禁止の規定がある。

　直接取引先は人権 DDの対象となり，間接取引
先については，法対象企業が苦情受付体制を確立

させ，苦情を受けた場合には人権 DDを実施する。
自動車のサプライチェーンを例にとると，（a）ド
イツを本拠地とする自動車メーカー Aでは，法律
の義務・法的責任が発生する。（b）Aの直接取引
先である部品メーカー（日本国内企業）は人権

DDの対象となる。（c）更にこの Bの取引先であ
る部品メーカー（日本国内企業）は，Aの間接取
引に該当するが，場合により人権 DDを実施する
ことになる。

　（ヘ）米国議会においては，ウイグル産品の輸

入を原則禁止するウイグル強制労働防止法

（Uyghur Forced Labor Prevention Act）が成立して
いる（2021年 12月 16日上院可決，12月 23日バ

イデン大統領署名，成立）（22）。人権 DDの手法に
依拠していた EUも強制労働産品の上市禁止を提
案（強制労働禁止規則案，2022年 9月公表）する

など，輸入規制を主とする米国との収斂の傾向も

窺える。

　（a）新疆ウイグル自治区で一部でも採掘，生産，
製造された製品は全て強制労働によるものと推定

し，輸入を禁止する（対象を綿，トマト等から全

製品へと対象拡大）。（b）輸入禁止を避けるため
には，強制労働に依拠していないこと等を輸入者

側の方で証明する必要がある（証明責任の転換）。

（c）米国政府に対し，ウイグル強制労働問題に対
処するための同盟国，パートナー国との連携など

外交戦略策定を義務付ける。（d）新疆ウイグル自
治区での人権侵害に関する制裁（資産凍結・米国

入国・滞在禁止等）の発動理由として，強制労働

による人権侵害を追加する。（e）米国政府に対し，
新疆ウイグル自治区で強制労働を行っている組

織，優先的に取り締まるセクター等のリスト化，

物品の特定方法など法執行のための戦略策定を義

務付けるほか，輸入者向けガイダンスも策定する。

（２）EU指令案等にかかる企業の対応

　企業または EU加盟国に対しては，企業が DD
の義務をいかに実施するか，を示すべく，欧州委

員会等は今後，特定の産業または特定の負の影響

に関するものを含むガイドラインを策定すること

とされている（法案 13条）。人権課題は広範な内

容を含むこと，従前の法務・コンプライアンス対

応とは異なる視点も必要であることから，本邦企

業としても人権 DDの取組には長期的コミットメ
ントが必要となる。本法案は欧州で制定される法

律であるが，グローバルなバリューチェーンを念

頭に置くと，各国の現地任せの対応では対処しき

れない場合が生じる。適用対象企業が EU 域外企
業（日本本社）と EU域内企業（欧州子会社）の
双方である場合，双方のサプライチェーン（アジ

ア各国等，欧州以外の地域に所在する場合も想定

される）が共通・重複または相互に関連し合うこ

とも考えられ，効率的に進める必要があり，統一

されたグローバルな企業戦略に基づきグループ全

体で取り組むことが求められる（23）。

　具体的には，自社が DD指令案において適用事
業者となる可能性があるか，について確認を行い，

その可能性がある場合は，自社の現在の運用と指

令案の要求事項のギャップ分析を行い，対応計画

を策定する。直接の対象事業者ではない場合でも，

顧客が対象事業者となる場合には自社がデュー

ディリジェンスの対象となる場合がある。その場

合，ビジネスの継続のためには契約に行動規範を

遵守する項目を含めること，環境や人権リスクへ

の適切な対応の実施などが求められる可能性があ

ります。また自社のバリューチェーンが欧州に展

開している場合は，顧客との対話の中で指令案へ

の対応などが必要になる（24）。

第３章　デューディリジェンス法と

　　　　司法的救済，ソフトロー

１．		デューディリジェンス法と司法的救済と国際

裁判管轄，準拠法

　人権侵害の問題に関して，デューディリジェン

ス法と司法的救済，エンフォースメントとしての

ソフトローのあり方などについて，以下の考察が

なされている（25）。

（１）被害者に対する司法的救済

　途上国の被害者が，途上国に設立された子会社，
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請負業者等に救済を求めるのみならず，先進国に

存在する親会社に司法的救済を求めることができ

るか，が課題となる。

　米国最高裁は，2013年 Kiobel事件（Kiobel v. 
Royal Dutch Petroleum Co., 569 U.S. 108）において，

外国人不法行為法（Alien Tort Statute，ATS）につ
き訴因を限定解釈した上で域外適用を原則として

否定し，米国企業の外国における不法行為による

被害者救済は否定した。未成年の児童労働従事の

案件であるが，2021年 Nestle事件（Nestle USA 
Inc. v. Doe, 141 S. Ct. 1931）においても救済してい

ない。

　欧州では，欧州先進国所在の親会社本拠地で提

訴がされた場合，国際裁判管轄については親会社

（ブリュッセル Ibis規則 4条 1項・63条）の他，

子会社の併合管轄については EU構成国国内法で
否定するものが多い。次に準拠法については，契

約法，会社法，一般不法行為，更に環境汚染の各

検討を行うことになる。今後の方向として，2020

年 9月 11日欧州議会ドラフト・レポートにおいて，

（a）国際裁判管轄に関するブリュッセル Ibis規則
改正案では，構成国親会社の住所地 /事業活動地
の管轄（第三国の子会社またはビジネス関係者に

よる第三国での人権侵害の場合），子会社に対す

る管轄につき密接な関係のある構成国の緊急管轄

（第三国における司法アクセスが保障されていな

い場合），（b）契約外債務の準拠法に関するロー
マⅡ規則改正案では，被害者に損害発生地法また

は親会社の本拠地法 /事業活動地法の選択権を付
与すること，が検討されている（26）。

　（２）各国のデューディリジェンス法について，

（a）サプライチェーン内で人権侵害に関する報
告・開示義務のみを規定するもの（2014年 EU
非財務情報開示指令（2014/95/EU，Non-Financial 
Reporting Directive，NFRD），英国），（b）注意義
務および行為規範の遵守を規定するもの（2017年

EU紛争鉱物規則（EU 2017/821），Conflict Minerals 
Regulation，CMR），オランダ，ドイツ，スイス法案，
（c）注意義務および被害者に対する損害賠償責任
（親会社による監督責任）を規定するもの（フラ

ンスのみ）に分類できる。

　（３）我が国では，（a）国際裁判管轄につき日
本親会社の主たる営業所（民訴法 3条の 2）なら

びに子会社の併合管轄（3条の 6），（b）準拠法に
ついては，EU国際私法とほぼ同じ結論となるこ
とが示される。即ち，先ず契約面で契約関係がな

い場合は請求できない。次に会社法における法人

格否認の法理などによって親会社の監督責任ある

いは指揮命令権の存否を問うことになる。最後に

不法行為として，侵害結果の発生地法（法の適用

に関する通則法 17条）ならびに日本法の累積的

適用（同 22条）を図ることになるが，親会社の

共同不法行為を構成するものとして損害賠償請求

あるいは差止請求を図ることは難しい。このため，

我が国においても，今後デューディリジェンス法

の制定により，親会社の報告義務，注意義務を規

定し，損害賠償責任の追及を可能とすることが望

まれる（27）。

　日本での提訴の可能性について，国際裁判籍，

準拠法の点で現行法の枠内での救済は困難とみら

れるが，EUではフランスの企業注意義務法のみ
は，子会社等のサプライチェーン上の人権侵害の

責任について，開示義務にとどまらず，注意義務

ならびに損害賠償責任を負わせる類型となってい

る。EU指令案については，絶対的強行法規とし
て適用され，被害者に有利な第三国法は適用でき

ず，不法行為責任自体は現地法制に依拠するにし

ても，EU指令案に基づく各国 DD法が凌駕する
こととなり，人権侵害があった場合も人権 DDを
実施していれば抗弁となって免責されるものと見

込まれることが指摘されている（28）。

２．企業の社会的責任の実現

　企業の社会的責任を実現する手段としては，①

通商政策では，（ⅰ）多数国間の枠組みにより通

商条約・投資関連協定において人権保障・労働者

保護条項，環境保護条項を挿入することが考えら

れる。また（ⅱ）単独通商政策として，人権保障

を考慮する内容を盛り込んだ米国の商務省産業安

全保障局（BIS）のデュアル・ユース（軍民両用）
品目輸出規制，同じく米国関税法 307条（外国の

強制労働による商品輸入禁止）による貨物引渡保
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留命令（WRO）などがある。もっとも，かかる米
国による単独通商措置に対しては，中国による対

抗立法（2020年 12月 1日輸出管理法，2021年 1

月 9日不当域外適用阻止弁法（ブロッキング規制））

の結果，本邦企業が米中経済対立の狭間で苦吟す

ることになりかねないデメリットも存する（29）。

　EU指令による人権デューディリジェンスの義
務化の方針と共に，欧米を中心に人権リスクに関

するソフトローから法的な強制力を有する規範概

念であるハードローへの移行が急速に進んでお

り，企業活動に伴い人権侵害に関与してしまうリ

スク，更には人権侵害の予防を目的とした規制に

関するコンプライアンスリスクへの対応の必要性

が高まり，サンクションも強化されている（30）。

　今後は，ソフトローとして，業界の自主規制

（コーポレートガバナンス・コード，スチュワー

ドシップ・コード），ESG投資の浸透などのスキー
ムも活用し，デューディリジェンス法制定や貿易

管理体制の充実，途上国の司法的救済のための先

進国による法整備支援などとも併せて，人権救済

に向けたグローバル・ガバナンスの実現を図るこ

とが望まれる（31）。

第４章　サプライチェーンにおける

　　　　人権尊重ガイドライン

１．「ビジネスと人権」に関する行動計画

　日本政府は，2020年 10月 16日「『ビジネスと

人権』に関する行動計画（2020-2025）」と題する

行動計画を策定した（32）。ビジネスと人権に関す

る国際的な要請の高まりと行動計画の必要性を掲

げ，OECD多国籍企業行動指針，ILO多国籍企業
宣言の策定，国連グローバル・コンパクトの提唱

がなされる中で，国連の「ビジネスと人権に関す

る指導原則」を支持する。企業も人権尊重への対

応が求められ，企業自ら人権に関するリスクを特

定し､ 対策を講じる必要がある。

　行動計画は，国連指導原則，OECD多国籍企業
行動指針，ILO多国籍企業宣言等を踏まえて作成
され，2015年 9月国連サミットで全会一致で採択

された SDGs（持続可能な開発目標）実現に向け
た取組と位置付けられる。行動計画策定・実施を

通じ目指すものは，国際社会を含む社会全体の人

権の保護・促進，「ビジネスと人権」関連政策に

かかる一貫性の確保，日本企業の国際的な競争力

および持続可能性の確保・向上である。行動計画

の基本的な考え方は，（a）政府，政府関連機関お
よび地方公共団体等の「ビジネスと人権」に関す

る理解促進と意識向上，（b）企業の「ビジネスと
人権」に関する理解促進と意識向上，（c）社会全
体の人権に関する理解促進と意識向上，（d）サプ
ライチェーンにおける人権尊重を促進する仕組み

の整備，（e）救済メカニズムの整備および改善で
ある。

　分野別行動計画は，（a）横断的事項（労働（ディー
セント・ワーク（働きがいのある人間らしい仕事）

の促進等），子供の権利の保護・促進，新しい技

術の発展に伴う人権（ヘイトスピーチを含むイン

ターネット上の名誉毀損等への対応，AIの利用と
人権やプライバシーの保護に関する議論の推進），

消費者の権利・役割，法の下の平等（障害者，女性，

性的指向・性自認等），外国人材の受入れ・共生），

（b）人権を保護する国家の義務に関する取組（公
共調達（ルールの徹底），開発協力・開発金融，

国際場裡における「ビジネスと人権」の推進・拡

大（労働者など幅広い層の人々が恩恵を受ける

EPA（経済連携協定）および投資協定締結に努力
など），人権教育・啓発），（c）人権を尊重する企
業の責任を促すための取組（国内外のサプライ

チェーンにおける取組および国連指導原則に基づ

く人権デュー・ディリジェンス促進，中小企業に

おける「ビジネスと人権」への取組に対する支援），

（d）救済へのアクセスに関する取組（司法的救済
および非司法的救済（人権侵害の予防・被害の救

済，裁判外紛争解決手続の利用促進など）），（e）
その他（途上国における法制度整備支援，質の高

いインフラ投資の推進）から構成されている。

２．		責任あるサプライチェーンにおける人権尊重

のためのガイドライン（経済産業省）

　政府・経済産業省は，企業による人権尊重の取

組を促進すべく，2022年 8月 8日ガイドライン原

案に続き，2022年 9月 13日 ｢責任あるサプライ
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チェーンにおける人権尊重のためのガイドライン｣

を策定，公表した（33）。我が国において事業を行う

全ての企業を対象に，自社・グループ会社，サプ

ライヤー等における人権尊重の取組に最大限務め

るべきであるとされている。企業に求められる人

権尊重の取組について，日本で事業活動を行う企

業の実態に即して，具体的かつ分かり易く解説し，

企業の理解の深化を助け，取組の促進を目的とし

て策定している。国際スタンダードの今後の発展

等に応じて，ガイドラインも見直すものとする。

　（１）人権方針の策定について，企業は，人権

尊重責任を果たすという企業によるコミットメン

トを，経営陣による承認等の所定の要件を満たす

人権方針を通じて，企業の内外に向けて表明する。

所定の 5要件として，以下を掲げている。①企業

のトップを含む経営陣で承認されていること，②

企業内外の専門的な情報・知見を参照した上で作

成されていること，③従業員，取引先，および企

業の事業，製品またはサービスに直接関わる他の

関係者に対する人権尊重への企業の期待が明記さ

れていること，④一般に公開されており，全ての

従業員，取引先及び他の関係者にむけて社内外に

わたり，周知されていること，⑤企業全体に人権

方針を定着させるために必要な事業方針及び手続

に，人権方針が反映されていること。 
　（２）人権デューディリジェンス（人権 DD）の
実施について，企業は自社が関与し，または関与

し得る人権への負の影響を特定し，評価した上で，

負の影響を防止・軽減する。企業が，自社が人権

への負の影響の特定・評価や防止・軽減等に効果

的に対応してきたかを評価し，その結果に基づい

て継続的な改善を進める。企業は，自社が有する

人権への重大な負の影響またはリスクおよびそれ

に対する対処方法等を開示する。

　（３）自社が人権への負の影響を引き起こしま

たは助長している場合における救済：企業は，自

社が人権への負の影響を引き起こし，または助長

していることを認識した場合，救済を実施し，ま

たは救済の実施に協力する。具体例としては，謝

罪，原状回復，金銭的または非金銭的な補償の他，

再発防止プロセスの構築・表明，サプライヤー等

に対する再発防止の要請等が挙げられる。

３．ガイドラインの概要

（１）人権尊重の意義と取組

　経営陣においては，ガイドラインの遵守はコン

プライアンス，あるいは守りの経営姿勢ではなく，

経営戦略や経営計画に向けたリーダーシップを発

揮すべく，社内態勢整備により，PDCAサイクル
による積極的妥当性の検証が求められる，といえ

ようか（私見）。以下，ガイドラインの内容をみ

ていきたい（34）。

　ガイドラインは，国連指導原則，OECD 多国籍
企業行動指針，ILO多国籍企業宣言など国際スタ
ンダードを踏まえ，企業に求められる人権尊重の

取組について，企業の実態に即して解説し，企業

の理解の深化を助け，取組を促進することを目的

として策定されている。企業においては，グロー

バルなサプライチェーン等を通じて既に ESG・
SDGs（Sustainable Development Goals）を意識した
取組を行っているところ，人権尊重を通じて社会

の信用維持・獲得，経営リスク抑制，更に企業価

値の維持・向上に繋げることができる。

　第 1に，人権尊重への取組は，企業が直面する

経営リスクを抑制することに繋がる。欧州を中心

に人権尊重に向けた取組を企業に義務付ける国内

法導入が進んでいる。米国バイデン政権下でも，

2021年 12月 23日成立のウイグル強制労働防止法

（Uyghur Forced Labor Prevention Act）に見る通り，
強制労働を理由とする輸入差止を含む人権侵害に

関連する法規制が強化されている。人権尊重の取

組を進めることは，法令への対応の更なる強化，

グローバル・ビジネスにおける予見可能性の向上

に繋がる。第 2に，人権尊重の取組を実施し，適

切に開示することで，ブランドイメージや投資先

としての評価が向上し，取引先の関係性の向上な

ど競争力や企業価値向上が期待できる。

　企業による人権尊重の取組のあり方は，①人権

方針について，内外のステークホルダーに向けて，

人権尊重責任に関する約束の表明を行う（国連指

導原則 16）。②人権 DD は，自社・グループ会社
およびサプライヤー等における人権への負の影響
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を特定，防止・軽減し，取組の実効性を評価して，

いかに対処したかを説明・情報開示する継続的な

プロセスである（国連指導原則 17）。③救済につ

いて，負の影響から生じた被害への対応を図る（国

連指導原則 22）。②においては，人権の範囲とし

て 1966 年 国 際 人 権 章 典（International Bill of 
Human Rights），および 1998年労働における基本

的 原 則 及 び 権 利 に 関 す る ILO 宣 言（ILO 
Declaration on Fundamental Principles and Rights at 
Work）における内容が含まれる。企業は，強制労
働や児童労働に服さない自由，結社の自由，団体

交渉権，雇用および職業における差別を受けない

自由，居住移転の自由，人種，障害の有無，宗教，

社会的出身，ジェンダーによる差別を受けない自

由等への影響について検討する必要がある。各国

法令を遵守しても人権尊重責任を十分に果たして

いるとは限らず，法令遵守と人権尊重責任とは必

ずしも同一ではない（国連指導原則 23参照）。

　負の影響には，（a）企業がその活動を通じて負
の影響を引き起こす（cause）場合，（b）企業がそ
の活動を通じて，直接にまたは外部機関（政府，

企業その他）を通じて，負の影響を助長する

（contribute）場合，（c）企業は，負の影響を引き
起こさず，助長もしていないものの，取引関係に

よって事業・製品・サービスが人権への負の影響

に直接関連する（directly linked）場合，の 3類型

がある。人権尊重の取り組みに当たっては，経営

陣によるコミットメントが極めて重要であるこ

と，人権尊重の取組にはステークホルダーとの対

話が重要であることなどが示される。

（２）人権DDの策定とリスク要素，対処および救済

　（イ）負の影響の特定・評価プロセスについて，

①リスクが重大な事業領域の特定，②負の影響の

発生過程の特定，③負の影響と企業の関わりの評

価，④優先順位付け，の順となる。①リスクが重大

な事業領域の特定においては次の各リスク要素を考

慮することが考えられる。セクターのリスク（35），

製品・サービスのリスク，地域リスク（特定国の

状況として，ガバナンス（監督機関の強さ，法の

支配，汚職の程度），社会経済状況（貧困率・就

学率，特定の人口の脆弱性・差別）等）（36），企業

固有のリスク（貧弱なガバナンス，人権尊重に関

する過去の不十分な行動状況等）。負の影響の特

定・評価プロセスの留意点は，継続的な影響評価

（非定期の影響評価を含む），脆弱な立場にあるス

テークホルダーへの特別な注意（外国人，女性や

子供，障害者，先住民族，民族的，種族的，宗教

的または言語的少数者），関連情報の収集，紛争

等の影響を受ける地域における考慮（従業員等の

ステークホルダーが人権への深刻な負の影響を被

る可能性があること，通常通り企業活動を行って

も意図せず紛争等に加担してしまう可能性が高ま

ること等）である。

　負の影響への対応の優先順位は，人権への深刻

度の高いものから対応すること，複数存在する場

合には，蓋然性の高いものから対応することが合

理的である。深刻度は，人権への負の影響の規模，

範囲，救済困難度の 3つの基準を踏まえて判断さ

れるが，企業経営に与え得る負の影響（経営リス

ク）の大小を基準として判断はされない。企業は，

負の影響を防止・軽減することが求められる。

　（ロ）負の影響の防止・軽減の検討すべき措置

には，①他企業が引き起こしている負の影響を自

社が助長しているときは，自社による措置では負

の影響を完全に解消することは難しいものの，助

長する自社の活動を停止した後に，更に残存した

負の影響を最大限軽減するよう，関係者に働きか

けを行うなど，可能な限り自身の影響力を行使す

るべきである。②自社の事業・製品・サービスと

直接関連する人権への負の影響が生じている場合

には，影響力を行使し，もしくは影響力がない場

合には影響力を確保・強化し，または支援を行う

ことにより負の影響を防止・軽減するように努め

るべきである。③取引停止については，相手企業

の経営状況が悪化して従業員の雇用が失われる可

能性など人権への負の影響がさらに深刻になる可

能性もある。取引停止が適切でない場合，不可能

または実務上困難と考えられる場合もあり，取引

を停止あるいは継続する場合のいずれも，人権へ

の負の影響の深刻度について考慮し，責任ある対

応が期待される。また事業活動を行う地域の国家
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等の統治者の関与の下，人権侵害が行われること

が想定される場合，即時に自社の事業停止や終了

が求められるわけではないが，関連性について慎

重に検討していくことは必要である。統治者の関

与の下で人権侵害が行われている疑義が生ずる場

合，関係者からの協力が得られずに人権侵害の実

態を確認できず，あるいは負の影響を防止・軽減

できない場合には，取引停止も検討する必要があ

る。④紛争等の影響を受ける地域からの責任ある

撤退について，撤退企業を代替する企業が登場せ

ず，消費者が生活に必要な製品・サービスを入手

できないこと，あるいは撤退企業から解雇された

労働者が職を得ることが難しくなったりすること

が考えられるため，事業活動の停止・終了を判断

する場合，強化された人権 DDを実施し，通常以
上に慎重な責任ある判断が必要である。撤退によ

り影響を受けるステークホルダーに生じる可能性

のある人権リスクについて考慮し，撤退の是非等

について判断すること，事前に撤退計画を検討し

ておくこと，にリスク分析を行い，撤退計画の検

討等の準備を始めることが期待される。⑤構造的

問題への対処として，児童労働のリスクを増大さ

せる就学難・高い貧困率，マイノリティー集団に

対する差別等，構造的問題が生じている状況にお

いても責任をもって事業を継続できるかについて

検討しておくべきである。

　（ハ）取組の実効性の評価について，評価方法，

実効性評価の社内プロセスへの組込，評価結果の

活用などに基づいて継続的な改善を進める必要が

ある。評価方法には，自社従業員やサプライヤー

等へのヒアリング，質問票活用，自社・サプライ

ヤー等の工場等を含む現場訪問，監査・第三者に

よる調査等がある。

　（ニ）説明・情報開示について，人権 DDに関す
る基本的な情報を伝えること，負の影響への対処

方法について説明すべきこと，受け手が入手しや

すい方法により情報提供を行うことが期待される。

　（ホ）救済について，自社が人権への負の影響

を引き起こし，助長していることを認識した場合，

救済を実施，または救済実施に協力すべきである。

自社の事業・製品・サービスが負の影響と直接関

連しているにすぎない場合は救済を実施する責任

はないが，負の影響を引き起こしまたは助長した

他企業に働きかけることにより負の影響を防止・

軽減するよう努めるべきであることに留意が必要

である。救済の種類・組み合わせについて，具体

的には謝罪，原状回復，金銭的・非金銭的補償，

再発防止プロセスの構築・表明，サプライヤー等

に対する再発防止の要請等が挙げられる。企業は

苦情処理メカニズムの確立，あるいは参加を通じ

て救済を可能にするべきである。企業にとっては，

苦情処理メカニズムを通じて得た情報や意見を人

権への負の影響の特定，負の影響への対応に役立

てることが可能となる。苦情処理メカニズムの充

足すべき要件として，正当性，利用可能性，予測

可能性，公平性，透明性，権利適合性，持続的な

学習源，対話に基づくことが掲げられ（国連指導

原則 31準拠），例として自社だけでなく，直接・

間接のサプライヤーの従業員も利用が可能な苦情

処理メカニズムの設置が示されている。他方，国

家による救済の仕組みとして，①裁判所による裁

判の他，②非司法手続では，厚生労働省の個別労

働紛争解決制度，OECD多国籍企業行動指針に基
づき外務省・厚生労働省・経済産業省の三者で構

成する連絡窓口（National Contact Point），法務局
における人権相談及び調査救済手続，外国人技能

実習機構における母国語相談等が存在する（37）。

第５章　グローバル企業の対応－リスクマネ

　　　　ジメント態勢整備に向けて－

１．国際契約など法務の対応とリーダーシップ発揮

　グローバルに展開する本邦企業としては，国際

契約面，ならびに社内の態勢整備の両面から人権

DDなどの対応を検討することが焦眉の急の課題
となってくる。

（１）	 	コロナ禍とサステナビリティー英文契約に

対する影響－

　今般のコロナ禍により，①最悪の事態を想定し

た契約書作成の重要性が改めて認識されている。

②契約交渉のリモート化，電子契約・電子署名な

どのデジタル化，が進展した。③不可抗力条項に

おける不可抗力事態の適切な想定に向けて，AIに
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よるリスクの洗い出しも有効になった。⑤BCP（事
業継続計画）にかかるサプライチェーン修復の供

給契約書，SDGsを重視する人権保障条項あるい
は CSR（企業の社会的責任）条項など，サステナ
ビリティ（持続可能性），ならびにグローバル性を

備えた英文契約書作成の実務対応が求められる（38）。

（２）	 	人権保護・サステナビリティと表明保証条

項ならびに誓約条項

　サステナビリティと英文契約の一般条項として

の表明・保証条項ならびに誓約条項は，共に約束

を内容とし，主にファイナンス関連，M＆ A契約
などで用いられる点で共通する。

　 表 明 保 証 条 項（representations and warranties 
clause）は事実関係について，例えば現状では重
大な法令違反がこれまでないことを表明者自身が

表明し（represent），正しいものであることを保証
する（warrant）ものとして用いられるが（法令遵
守の表明保証など），他方で誓約条項（covenant 
clause）は，将来に亘り人権侵害がなく，強制労
働をさせないことを約する（covenant）等に用い
られる点に相違がある。

　人権保護などサステナビリティの内容を盛り込

んだ英文契約の場合，ESG基準によるデューディ
リジェンス（DD）を約束するなどの内容につい
ては，表明保証条項よりも covenants（誓約）条項
の方が適合している面がある点が指摘されてい

る（39）。就中，人権デューディリジェンスを行う場

合には，伝統的な表明保証条項では実質的効果が

伴わないこと（40），更に従来の表明保証条項と解除

条項の組み合わせでは，人権保護の面で逆効果に

もなりかねない嫌いもあること，等を述べてきた。

　ABA（American Bar Association，アメリカ法曹
協会）による国際的サプライチェーンにおける労

働者保護のためのモデル条項として，「サプライ

チェーンにおける虐待的な行為（abusive practices）
との戦いに関する〔売主と買主〕相互の義務」を

みると，1.1条「人権デューディリジェンス（Human 
Rights Due Diligence）」において，国連のビジネス
と人権に関する指導原則，OECDガイダンスに沿っ
てデューディリジェンス（DD）が行われるべき

としている。DDについては，プロセス，システ
ムを策定した上で将来に向けて実施する内容であ

り，今後はサプライチェーンにおける人権保障，

DD事項については，表明保証よりも covenants条
項の中に記載していく事例が多くなっていくもの

と見られる。

（３）	 	サステナブルな内容に関する英文契約の解

除条項，約因文言，ならびに民法改正にお

ける目的適合性重視

　サステナブルな内容を有する英文契約における

一般条項の視点から，解除条項を検討しておきた

い（41）。目的適合性などの視点から，解除事由等

の要件を英文契約の中で明確化しておくことが重

要になる。解除条項は，当事者の合意により，準

拠法の法定解除事由に加えて契約解除が可能とな

る場合を定めておく条項であるが，①サステナブ

ルな内容を持つ英文契約においては，解除事由

（event of termination）の書き方の点で変化がみら
れ，契約条項違反に加えて，契約当事者の相手方

のレピュテーションを傷つける行為，支配権移動

も書く傾向がある。②また従業員の人権を侵害す

る行為，サプライチェーンの原材料・部品の調達

先における同様の侵害行為，贈賄など事業遂行上

の重大な反社会的犯罪行為があった場合，③解除

事由が，同種の他の契約における解除事由（クロ

スディフォルト・イベント）となる旨を書く場合，

もある。

　サステナブルな内容に関しては，英文契約では

前文，あるいは契約成立要件としての約因文言を

入れることが多い（in consideration of covenants 
and conditions set forth below）。英米法に基づく契
約書では，約因文言やWhereas clausesにおいては
契約の目的・動機を明記する役割を果たしており，

我が国の近時の民法改正において例えば瑕疵担保

責任が契約不適合の担保責任に変容しており，人

権保護などサステナビリティなどを内容とする場

合には，契約の目的などを一層明示することが契

約における法的責任の履行・追求において重要な

意味合いを有することになってきたといえよう。

民法改正では，ウィーン国際売買条約（国際物品
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売買契約に関する国連条約，United Nations 
Convention on Contracts for the International Sale of 
Goods: CISG）の内容を取り込み，グローバルス
タンダードとしてのルールの内容に近づいたこと

となる。

最後に

（１）	 	社内態勢整備－リスクマネジメント，内部

統制の重視－

　国際取引法を巡る人権保護・サステナビリティ

あるいは ESG経営を巡る各国の新しい法規制の展
開の下，CEOを始めとする経営陣のリーダーシッ
プの発揮が一層重要性を増しており，規制動向に

ついて的確に対応し，成長機会・商機ととらえて

ステークホルダーに配慮しつつ中長期的企業価値

向上，持続的成長を図ること，そのために経営陣

主導で経営理念，経営戦略と経営計画策定ならび

に従業員向けの行動規範策定を含め，人権 DDの
対応などに向け全社的・戦略的な視点でリスクマ

ネジメント態勢の構築・運用を進めること，など

が経営陣に求められる。（以下，私見）。

　今後は，経営企画部や内部監査部など関連部署

とも緊密に連携し，経営・法務の一体的把握・検

討を重ね，守りのコンプライアンス法務の視点の

みならず，ビジネスと人権保護の課題を寧ろ自社

の収益機会としてとらえ，適切な時宜に適切にリ

スクをとって企業価値向上を図ったか等，の積極

的妥当性の検証など PDCAの視点に立った総合的
なガバナンス態勢確立が望まれる。

　具体的には内部監査部が不正防止のみならず，

適切な時期に適切なリスクテイク（risk tolerance 
リスク許容度，risk appetite リスク選好等によるリ
スクアセスメント・フレームワーク構築）を図っ

て収益向上の機会を経営陣が逃すことがなかった

か，という積極的妥当性のチェックをリスクアプ

ローチの観点から的を絞って重点的に行うこと，

その際には評価対象となる CEO・社長のラインと
は切り離し，取締役会評価（board evaluation）の実
施や独立社外取締役主体の監査委員会などの三様

監査，リスク委員会等ともリンクして，自社のビ

ジネスと人権にかかる経営理念・パーパス，経営

戦略の見直しを徹底的に図ること，が重要となる。

（２）	 	ソフトローならびにケースローの形成に向

けて

　日本では人権 DDの実践に関し，同じくソフト
ローではあるが，上場規則となっているコーポ

レートガバナンス・コードなどとは異なり，先ず

はソフトローの中でもエンフォースメントの比較

的弱いガイドラインの形式で 2022年 9月政府・

経済産業省から「責任あるサプライチェーンにお

ける人権尊重のためのガイドライン」が公表され

た。欧米各国がビジネスと人権の保護に向け，制

定法としてハードロー策定に進む中で，ハード

ローが策定されない場合でも多くの国でビジネス

と人権に関する国別行動計画（NAP）が定められ
る流れを受けて，我が国も 2020年 10月 16日「『ビ

ジネスと人権』に関する行動計画（2020-2025）」

を発出し，これと合わせた形でガイドラインを示

し，人権 DDのあり方について模索するグローバ
ル企業に対する指針として，誘導を図らんとする

ものといえよう。

　一般にガイドライン /ガイダンスは，ハードロー
である制定法の内容面の補完・実務面の手助けと

して提示されることも多いが，コーポレートガバ

ナンス・コードについて見ると，ソフトローでは

あるが，上場維持または廃止という事実上のエン

フォースメントを備えており，上場企業に対して，

公開会社法制を有しない我が国会社法（ハード

ロー），あるいは金融商品取引法と間の空白を補

う，調和のとれた柔軟な規律付けとしての役割を

期待されるところである。今般の人権尊重ガイド

ラインについては，我が国で未だハードローとし

ての人権に関する人権 DD法について，未だ制定
に至っていない状況下で，行動計画と一体化した

形で提示されたものといえる。

　企業側の遵守状況などと共に，人権 DD法の存
在しない状況下で，このガイドラインが今後は裁

判規範の位置付けにまでなり得るか（42），即ち具

体的な係争事案の蓄積を通じてケースロー（制定

法よりも従前の具体的な事件に伴う裁判の判例の

蓄積に従うことにより確立・形成される法制度）
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となって，法規範として機能・展開するに至るの

か，更には別途ハードローとして EU各国のよう
に我が国独自の DD法制定に及ぶのか，多国間あ
るいは 2国間の国際協定の締結など国際連携・外

交の動き，枠組みの形成とも合わせて，エンフォー

スメント実現を見据えて，今後の実務動向も踏ま

えた関連法制度・規範制定に向けた展開，帰趨が

注視されよう。私見であるが，英米法・コモンロー

に近接しつつある我が国としては，大陸法・シビ

ルローのアプローチによるよりも，ビジネスと人

権の問題については，こうしたソフトローならび

にケースローの組み合わせによる柔軟できめ細か

い対応が可能となる設計は，先ずはサステナブル

で馴染みやすいのではないか，と思料される。

［本稿は，公益財団法人民事紛争処理研究基金の

研究助成金を利用した研究成果の一部である］
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